
阿賀野市告示第１８０号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、当市の字の区

域を次のとおり変更する。 

 なお、上の処分は、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条において準用す

る同法第５４条第４項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日からその効力を生ず

るものとする。 

  令和６年１０月３日 

                       阿賀野市長  加 藤 博 幸 

 

 

変     更     前 変 更 後 

大 字 字 地          番 大 字 字 

福永 砂山 ２０６０の２、２０６０の３、２０６１、２０６２の１、 

２０６２の２、２０６３の１、２０６３の２ 

砂山  

保田 砂山 ２３６５の１、２３７５の１、２３８８、２３８９、 

２３９０の２、２３９４、２３９５、２３９６の１、 

２３９７の１から２３９７の３まで、２３９８の１、 

２３９８の２、２４０２から２４０５まで、２４０７、 

２４０８、２４０９の１、２４０９の２、２４１０、 

２４１１の１、２４１１の２、２４１３から２４１７まで、 

２４１９から２４２１まで、２４２２の１、２４２２の２、 

２４２３の１、２４２３の３から２４２３の５まで、 

２４２４の１、２４２４の２、２４３３の１、 

２４３３の２、２４３３の６、２４３４、２４３５の２、 

２４３７の２、２４３７の３、２４３９、２４４０の１、 

２４４０の２、２４４１の１、２４４１の２、 

２４７２の１、２４７２の２、２４７４の１、 

２４７４の２、２４７５の１、２４７５の２、 

２４７８の１、２４７８の２、２４７９の１、 

２４７９の２、２４８１の１、２４８１の２、 

２４８２の１、２４８２の２、２４８３の１、 

２４８３の２、２４８４、２４８５、 

２４８８の１から２４８８の３まで、２４８９の１、 

２４８９の２ 

及び当該変更に伴う公有地を含む。 

6.10.15 


